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令和７年度 第４回公立大学法人岐阜県立看護大学経営審議会 議事録 

 

１ 日 時 令和７年１２月１６日（火） １５：２７～１６：０３ 

 

２ 場 所 公立大学法人岐阜県立看護大学 会議室１ 

 

３ 出席者 北山理事⾧、松下委員、梅津委員、青木委員、松井委員、田村委員、吉原委員、 

佐藤委員 

  事務局 布施総務課⾧、清水学務課⾧、齊藤主査、大野主事 

  欠席者 

 

４ 議事概要 

    

 審議事項 

  （１）令和８年度予算編成方針について 

     事務局より資料１に基づき説明がなされた。審議の結果案のとおり承認された。 

審議における発言は以下のとおりであった。 

○大学経営の中で新たな目的を見出せないと将来展望が難しい状況にある。県立高

等教育機関の在り方について包括的な検討を県に依頼すべきではないかとの意見が

出され、看護施策や県内看護職の養成の在り方について、県へ働きかけるとともに、

県と共に検討していきたい旨回答された。 

     ○自己収入の増加策はあるのか質問があり、引き続き外部資金の獲得に取り組んで

いく旨回答された。 

     ○大学は一般的な公共施設とは性質が異なるため、大学教育の特質を県に理解して

もらう必要がある。そのためには工夫が必要ではないかとの意見が出され、令和８

年度に向けた県との予算協議の状況について説明するとともに、県の理解が得られ

るよう説明を続けていく旨回答された。 

 

  （２）公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬規程の一部改正について 

  （３）公立大学法人岐阜県立看護大学職員給与規程の一部改正について 

  （４）公立大学法人岐阜県立看護大学特任教授の就業等に関する規則の一部改正について 

  （５）公立大学法人岐阜県立看護大学役員報酬・退職手当の支給基準の変更について 

     事務局より資料２、資料２-２、資料２-３、資料３、資料３-２、資料３-３、資料４、

資料４-２、資料５、資料５-２に基づき説明がなされた。審議の結果、案のとおり承認

された。 
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 報告事項 

  （１）教員の人事について 

      事務局より資料６に基づき報告がなされた。 

 

５ 閉 会 


